
関係法令（抜粋） 

 

【産業廃棄物排出事業者】 

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年十二月二十五日）（法律第百三十七号） 

（事業者の処理） 

第十二条 

９ その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政

令で定めるもの（次項において「多量排出事業者」という。）は、環境省令で定める基準

に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道

府県知事に提出しなければならない。 

１０ 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところによ

り、都道府県知事に報告しなければならない。 

１１ 都道府県知事は、第九項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めると

ころにより、公表するものとする。 

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年九月二十三日）（政令第三百号） 

（産業廃棄物の多量排出事業者） 

第六条の三 法第十二条第九項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が

千トン以上である事業場を設置している事業者とする。 

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和四十六年九月二十三日）（厚生省令第

三十五号） 

（多量排出事業者の産業廃棄物処理計画） 

第八条の四の五 法第十二条第九項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載し

た様式第二号の八による計画書を当該年度の六月三十日までに提出することとする。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 計画期間 

三 当該事業場において現に行つている事業に関する事項 

四 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

五 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

六 産業廃棄物の分別に関する事項 

七 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

八 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

九 自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

十 産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

（実施の状況の報告） 

第八条の四の六 法第十二条第十項の規定による報告は、様式第二号の九による報告書を

翌年度の六月三十日までに提出することにより行うものとする。 

（計画及び実施の状況の公表） 

第八条の四の七 法第十二条第十一項の規定による公表は、同条第九項の計画の提出又は

同条第十項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表する

ことにより行うものとする。 



【特別管理産業廃棄物排出事業者】 

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年十二月二十五日）（法律第百三十七号） 

（事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理） 

第十二条の二 

１０ その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業

者として政令で定めるもの（次項において「多量排出事業者」という。）は、環境省令で

定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関す

る計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 

１１ 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところによ

り、都道府県知事に報告しなければならない。 

１２ 都道府県知事は、第十項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めると

ころにより、公表するものとする。 

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年九月二十三日）（政令第三百号） 

第六条の七 法第十二条の二第十項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄

物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。 

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和四十六年九月二十三日）（厚生省令第

三十五号） 

（多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画） 

第八条の十七の二 法第十二条の二第十項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を

記載した様式第二号の十三による計画書を当該年度の六月三十日までに提出することと

する。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 計画期間 

三 当該事業場において現に行つている事業に関する事項 

四 特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

五 特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

六 特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

七 自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 

八 自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 

九 自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 

十 特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

十一 法第十二条の五第一項に規定する電子情報処理組織の使用に関する事項 

（実施の状況の報告） 

第八条の十七の三 法第十二条の二第十一項の規定による報告は、様式第二号の十四によ

る報告書を翌年度の六月三十日までに提出することにより行うものとする。 

（計画及び実施の状況の公表） 

第八条の十七の四 法第十二条の二第十二項の規定による公表は、同条第十項の計画の提

出又は同条第十一項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用によ

り公表することにより行うものとする。 


